
たまの創生総合戦略 修正（案） 
 

P38 

（1）就業機会の拡大や雇用のミスマッチの解消により、市内就業を促進する 

修正前 修正後 

 ・人口減少に伴う市内就業者の減少に対応するため、多様な人材の活躍を

推進する。 追記 

 

P39～40 

（２）製造業を中心に、商業や観光など市内産業を振興する 

修正前 修正後 

【商工業】 

・本市は歴史的、文化的に造船業を中心に発展してきており、その強みを持

続的に発展させるとともに、製造業全体の発展がもたらす雇用増や、関連

サービス業の発展、副次的な消費活動の拡大など、本市の経済活動に広範

に波及効果をもたらしていることから、今後も、小規模企業、中堅企業、

地域中核企業など、対象企業の規模や活動状況に応じ、人材確保・育成や

技能伝承も含めた支援施策を展開する。 

【商工業】 

・本市は歴史的、文化的に造船業を中心に発展してきており、その強みを持

続的に発展させるとともに、製造業全体の発展がもたらす雇用増や、関連

サービス業の発展、副次的な消費活動の拡大など、本市の経済活動に広範

に波及効果をもたらしていることから、今後も、中小企業等をはじめとし

て、対象企業の規模や活動状況に応じ、人材確保・育成や技能伝承も含め

た支援施策を展開する。 

【観光】 

・瀬戸内海をはじめとする観光資源の活用を図るため、観光施設が集積して

いる渋川海岸及び周辺地区の一層の活用を図るとともに、周辺自治体や

関係団体、交通事業者等と連携して、広域観光のルートやコンテンツ（観

光内容）作成、宿泊・飲食サービスの充実、土産物等の開発等に向けた取

組を行う。 

【観光】 

・東備讃瀬戸地域の自治体や国、関係団体、交通事業者等と連携し、宇高航

路をはじめ様々な交通手段を確保するとともに、観光施設が集積する渋

川・王子が岳地区や四国との玄関口である宇野港周辺などの沿岸地域、更

には、深山公園等の包括的な活用による、観光入込客数の増加を図るた

め、広域観光のルートやコンテンツ（観光内容）を作成する。 

・また、宿泊・飲食サービスの充実、特産品など地域資源の掘り起しに向け

た取組を行う。 

【農林水産業】 

・個人から集落への農業経営の転換を促進し、農業経営の効率化や集落の

環境保全を図る。 

【農林水産業】 

・個人から集落への農業経営の転換を促進し、農業経営の効率化や集落の

環境保全を図るとともに、必要な農道、水路、ため池、その他の農業施

設の整備・改修を行う。 

 ・ふるさと納税や観光客誘致との連携を図り、地域の農水産品の一層のＰ

Ｒ強化や掘り起しを推進する。 追記 

≪具体的施策・事業≫ 

 

事業 9 集落営農推進事業 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 3  中小企業保証融資関係補助事業 追記 

事業 10  地域農業再生事業 

 



P42 

（2）本市の魅力の発信や、移住希望者へのきめ細やかな支援により、移住（転入）人口を増加する 

修正前 修正後 

 ・空き家の利活用について、実態調査に加え、地域や民間との連携によ

り、空き家物件の掘り起しを行うとともに、情報発信の強化を図り、移

住希望者に対する物件の紹介を行う。 追記 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 7 シティセールス推進事業 
・本市の魅力を市内外にＰＲするため、公式フェイスブックページ及び公式ツ 

イッター運営、ののちゃんなどのキャラクターの活用、イベントなどでのシ 

ティセールス、ふるさと納税を推進 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 7 シティセールス推進事業 

・本市の魅力を市内外にＰＲするため、公式フェイスブックページ及び公 

式ツイッターの運営、市のイメージキャラクター「ののちゃん」のイベ 

ント等での活用、ふるさと納税の推進 

 

P44 

（1）市民の希望を叶える環境づくりにより、出生率の向上を目指す 

修正前 修正後 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 2 家庭教育推進事業 

・家庭の教育力の向上を目的に、子育ての悩みの緩和、子どもとの接し方等

の学習機会の提供等により、子育ての精神面での負担を支援 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 2 家庭教育推進事業 

・家庭の教育力の向上を目的に、子育ての悩みの緩和、子どもとの接し方等

の学習機会の提供等により、子育ての精神面を支援 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 3 地域子ども楽級推進事業 

・地域で子どもたちを育てる体制として、様々な体験活動や世代間交流など

地域に根ざした活動等を行う「子ども楽級」、基礎基本習得の学習支援を

行う「おさらい会」を実施 

≪具体的施策・事業≫ 

事業 3 地域子ども楽級推進事業 

・地域で子どもたちを育てる体制として、様々な体験活動や世代間交流など

地域に根ざした活動等を行う「子ども楽級」、算数の基礎基本習得の学習

支援を行う「おさらい会」を実施 

 

P46 

（４）教育の質的向上を推進する 

修正前 修正後 

 ・市立高校教育の魅力向上を図るとともに、県立高校も含めた高校教育の更

なる質的向上を県教育委員会とともに推進する。 追記 

 ・芸術・スポーツに親しむ活動を推進し、子どもの豊かな感性の育成や体力

の向上を目指すとともに、地域の歴史や文化に触れる機会を提供し、郷土

愛の醸成を図る。 追記 

 

 

 



P48  

修正前 修正後 

（5）地域と一体となった安全・安心なまちづくりを進める 

 

（5）地域資源の有効活用を図るとともに、地域と一体となった協働のま

ちづくりを推進する 

・地域と地域の繋がりを創出するとともに、地域資源の有効活用を図る。 

追記 

 


